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告事

披

7u 
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英
園
の

相
績
税
(
3
7
0
S
刊誌

O

U
三
河
を
中
心
と
し
て
)

ノ弘、
F口

道

麿

J~~ 

ιJ 

相
績
税
が
何
人
に
謝
し
て
、
何
を
課
税
す
る
租
税
で
あ
る
か
は
極
め
て
複
雑
で
る
っ
て
、
是
を
一
般
的
に
規
定
す
る
と
と
は
到
底

不
可
能
で
る
る
が
、
大
鰐
に
於
て
三
勺
の
型
が
あ
る
と
い
ふ
と
と
が
出
来
る
。
即
ち
、
被
相
続
人
の
遺
産
を
一
憾
と
し
て
課
税
す
る

遺
産
税
、
相
続
人
又
は
受
遺
者
の
相
続
開
始
の
時
に
於
け
る
財
産
取
得
を
、
各
取
得
者
に
就
い
て
課
税
す
る
云
は
ピ
相
続
財
産
取
得

税
‘
及
び
雨
者
を
併
せ
課
税
す
る
か
、
又
は
雑
然
と
二
つ
の
制
度
を
殆
ん
ど
無
意
識
に
混
閉
す
る
方
法
で
あ
る
。

今
回
疋
を
英
闘
に
於
け
る
相
絞
殺
の
歴
史
に
就
い
て
観
れ
ば
、
相
頼
税
の
名
格
と
賃
貸
と
を
具
備
す
る
租
税
が
初
め
て
多
く
、
然
も

共
の
各
々
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
売
内
容
を
持
っ
て
ゐ
る
か
ら
、

R
疋
を
歴
史
的
に
順
吹
研
究
す
る
事
は
、
仮
令
そ
れ
が
英
図
特
布
の
事

情
に
闘
聯
す
る
賠
を
看
過
し
得
左
い
と
し
て
も
、
相
続
税
一
般
の
訓
明
解
に
と
っ
て
必
ら
や
し
も
無
意
味
で
は
な
い
と
考
へ
る
。

阿
川

H
O
σ
阿
世
仲
間
匂
ロ
酔
凶
『

英
園
相
綾
税
の
歴
史
は
一
般
に
一
六
九
四
年
の
同
国
最
初
の
印
紙
法
に
ま
で
遡
る
の
が
普
通
で
あ

ι品
一
ど
の
印
紙
法
で
課
税
さ
れ



る
書
類
は
六
穫
に
分
れ
、
税
額
は
各
々
四

O
志
・
五
志
・
二
士
山
六
片
・
一
志
・
六
片
・
及
び
一
片
で
あ
っ
た
。
而
し
て
こ
の
中
第
二
類
の
五

志
の
印
続
税
を
課
せ
ら
れ
る
も
の
弘
中
に
、
遺
言
の
検
詮
(
司
『
。
r
p
Z
1
2
5
双
ぴ
遺
産
管
四
人
の
桁
定

(
-
2
0
2
。
ご
L
E
一同Z
E
E
-
?
と

が
あ
る
。
印
ち
英
闘
の
相
続
税
は
印
妖
税
と
し
て
然
も
桜
め
て
特
殊
な
形
態
で
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
c

英
聞
の
法
律
に
よ
れ
ば
、
相
続
に
囚
る
動
古
川
辺
町
の
移
特
に
は
必
ら
や
遺
産
管
瑚
人
が
必
要
で
あ
る
c

被
相
続
人
が
遺
言
に
よ
っ

て
遺
産
管
即
一
人
を
指
定
し
た
場
合
に
は
、
北
ハ
の
泣
宗
管
理
人

(
2
3き
る

が
法
律
上
の
地
位
を
獲
る
矯
め
に
む
一
百
の
徐
詮
が
必
要
で

あ
っ
て
、
共
の
逝
還
の
額
が
二

C
勝
を
担
す
相
朝
合
に
、

こ
の
遺
一
一
一
一
日
の
検
設
が
印
紙
税
の
課
税
物
件
と
在
る
の
で
あ
る
合

然
る
に
泣
‘
一
二
日
が
仔
た
し
な
い
か
、

叉
は
泣
一
川
の
巾
に
退
任
管
別
人
の
指
定
が
な
い
場
合
に
は
、

設
判
所
が
泣
作
作
却
人
b
q
」
指
定
す

る
の
で
あ
り
(
自

M
m
u
c
c
T
5
に
到
し

(
荘
一
ご

日プ

4
5
一社
1
2
と
呼
ぃ
ヴ
、
こ
の
折
む
に

m
L亡
設
し
げ
さ
石
、
古
川
、
三
門
戸
-
0
2
2「

H
5
5
一よ

Em--)
が
問

ヒ
〈
内
地
述
紙
二

C
勝
以
上
の
揚
合
K
印
紙
税
を
賦
課
さ
れ
た
の
で
あ
z
v
L

同
よ
り
印
紙
枕
は
租
枕
徴
牧
の
手
段
と
し
て
印
紙
の
貼
用
を
命
中
る
も
の
で
あ
り
、
北
パ
の
租
税
が
如
何
た
る
性
質
を
持
つ
か
は
、

更
に
課
税
物
件
並
び
に
税
率
に
就
い
て
十
分
の
検
討
そ
加
え
ね
ば
友
ら
泣
い
。

-4cgz
巴
E
q
の
謀
役
物
件
は
右
の
如
く
で
あ
る
が
、
北
ハ
の
税
制
聞
は
始
め
近
内
二

O
棟
以
上
に
到
し
一
律
に
五
志
で
あ
っ
た
。
然

(
設
問
)

一
七
七
九
年
に
は
始
め
て
遺
十
時
額
に
上
つ
で
税
額
に
差
等
を
つ
け
て
ゐ
る
。
郎
ち
突
の
如

る
に
一
六
九
九
年
に
は
一

O
士
山
と
な
り
、

く
で
る
る
。ニ

O
棟
以
上

0
0
傍
以
上

一
。
。
時
以
上

一O
O傍
以
下

一ニ

0
0務
以
下

一O
志

一一時一

O
本

一傍一

O
広

是
等
の
段
階
並
び
に
税
額
は
共
の
後
数
同
改
正
さ
れ
た
が
、

一
八
一
五
年

の
改
正
は
特
に
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
即
ち
遺
産
一

0
0務
ま
で
を
一

英

閣

の

相

績

検

第
四
卜
九
巻

ー」
/、

宮事

務

jr.. 
大A

• 



英

闘

の

相

績

税

t
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四
十
九
巻

ノ、

四

事存

続

O 
O 

般
に
免
税
し
、
共
れ
よ
り
以
上
に
剥
し
て
は
弐
の
如
く
で
あ
る
。

一O
O砂
以
上

一O
O務
以
上

品

0
0時
間
以
上

四
五

O
碗
以
上

六

O
Q傍
以
上

八

O
O
時
以
上

一0
0
0
勝
以
上

一
五

0
0勝
以
上

二
O
O時
ま
で

=一0
0傍
ま
で

四
五

O
傍
ま
で

六

0
0日
閉
ま
で

八

O
O川
町
士
で

一O
C
O時
1
で

一
五

0
0砂
ま
で

二

0
0
0硲
ま
で

/'、 主五二二
砂防砂。~

主

お7伺

ι) 
1!1} 

四

O
砂

以
下
一
高
揚
ま
で
は
千
勝
づ
。
、

一
高
砂
乃
至
二
高
勝
は
二
千
勝
づ
っ
、

二
時
務
乃
五
五
商
務
は
五
千
緋
づ
っ
、
五
町
内
紛
乃
五
一

O
高
砂
は
一
古
内
務
づ

ぐコ
、

一
(
U
高
砂
乃
五
二

O
高
川
仰
は
二
高
砂
づ
っ
、
二

O
高
跨
乃
至
四

O
高
砂

は
五
高
砂
づ
っ
、
四

O
高
砂
以
上
百
高
砂
ま
で
各
一

O
高
砂
づ
っ
桜
め
て
精

U
M
W

於
段
階
を
同
一
分
し
、

百
山
防
で
止
ま
つ
℃
ゐ
る
。

税
制
机
は
百
高
砂
に
到
し
て
一
一
品
五
千
勝
で
あ
る
か
ら

7
五
%
に
過
ぎ
た

い
誇
で
あ
る
が
、
却
っ
て
小
額
遺
産
に
封
し
て
は
二
形
乃
至
三
広
に
及
ん
で
居
り
、
明
か
に
逆
累
進
的
性
質
を
帯
び
て
ゐ
る
事
は
看

過
し
得
た
い
貼
で
あ
る
。

以
上
税
率
に
闘
す
る
も
の
ミ
外
一
八
一
五
年
の
印
紙
法
は
相
続
税
に
闘
し
、
吠
の
諸
恥
を
改
正
し
て
ゐ
る
。

第
一
に
、
負
債
控
除
の
原
則
を
稚
立
し
た
と
と
。
尤
も
完
全
に
負
債
が
控
除
さ
れ
、
純
財
産
に
の
み
課
税
す
る
に
至
っ
た
の
は
一

八
八
一
年
グ
ラ
ツ
ド
ス
ト
ー
ン
の
改
革
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
遺
言
の
有
無
に
よ
っ
て
税
額
に
差
別
を
設
付
て

(
例
へ
ば
無
遺
言
相
絞
に
於
て
は
、
遺
産
二
千
勝
以
下
に
謝
し
て
は
卒

均
三
%
、
百
高
械
の
揚
ム
ロ
に
は
二
高
二
千
五
百
務
部
ち
二
・
二
五
%
で
あ
る
¥
無
謹
一
吉
相
績
の
揚
合
に
は
凶
弾
一
己
の
あ
る
相
続
の
揚
合

(
註
玉
)

に
比
較
し
て
凡
そ
三
分
の
一
税
皮
貫
課
し
た
こ
と
。

第
三
に
、

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
就
い
で
は
遺
産
管
現
人
が
提
出
す
る
財
産
日
銀
に
叩
紙
税
を
賦
課
し
た
と
と
c



以
上
一
八
一
五
年
の
改
正
に
至
る
ま
?
の
間
に

p
q
z
s
u
z『『

は
大
般
に
於
て
其
の
形
態
と
内
山
本
を
整
備
し
、

僅
か
に
一
八
入

一
年
グ
ラ
ツ
ド
ス
ト
ー
ン
の
改
革
に
よ
っ
て
税
率
の
逆
泉
進
的
傾
向
が
改
正
さ
れ
て
、
凡
て
の
場
合
に
つ
い
て
ほ
Y

三
%
程
度
に
改

め
ら
れ
、
且
つ
遺
言
の
有
無
に
よ
る
税
制
の
匝
別
が
撤
駿
さ
れ
た
禄
度
の
改
正
を
経
て
、

一
八
九
四
年
の
財
政
法
に
引
き
継
が
れ
た

の
で
る
る
。

今

町
B
r
p
円。ロ
E
〕
二
ゼ
相
絞
枕
の
立
場
か
ら
槻
察
す
れ
ば
、
四
つ
の
主
た
る
特
徴
を
場
げ
る
と
と
が
凹
来
る
。
即
ち

( 

ー
) 

動
産
の
み
に
課
枕
し
て
不
動
曜
を
除
外
し
た
と
と

3

( 

) 

相
続
人
に
就
い
て
、
例
へ
ば
被
相
絞
人
と
の
関
係
等
を
全
く
考
慮
し
て
ゐ
友
い
と
と
。

〆¥

、、 J

長
い
間
負
伏
仙
川
除
の
規
定
什
一
位
か
た
か
っ
J
y
h
c

と
c

(
四
)

低
い
定
額
税
か
ら
、
賓
質
上
比
例
慌
に
砂
っ
た
こ
と
ロ

右
の
中
で
先
づ
第
一
に
、
不
動
産
を
除
外
し
て
動
淀
に
の
み
課
枕
し
た
事
は
、

こ
の
租
税
が
遺
産
管
理
人
に
就
い
て
課
税
す
る
も

の
で
あ
り
、
然
も
遺
産
管
理
人
は
動
還
の
相
践
に
闘
し
て
の
み
必
妥
で
あ
っ
た
事
の
営
然
の
結
果
で
あ
る
。

然
る
に
相
積
拾
が
或
る
場
合
相
績
に
困
る
不
動
産
の
移
憾
だ
け
を
課
税
し
て
動
産
の
移
糊
を
除
外
す
る
こ
と
は
、
課
税
技
術
上
む

し
ろ
是
認
さ
る
ミ
も
の
で
あ
り
、
共
の
賓
例
も
決
し
て
之
し
〈
な
い
が
、
反
封
に
不
動
産
を
除
外
し
て
動
産
遺
産
の
移
赫
に
の
み
課
枕

す
る
事
は
、
た
し
か
に
英
同
特
布
の
制
度
で
あ
っ
て
到
底
宥
縄
し
得
な
い
射
で
あ
る

o
p
c
g窓
巴
ロ
ミ
が
不
動
産
を
除
外
し
た
貼
を

特
に
重
踊
す
れ
ば
、
と
の
租
拡
を
相
綬
枕
な
り
と
看
倣
す
こ
と
は
幾
分
無
理
で
あ
り
、
相
結
税
の
初
期
の
形
式
と
し
て
者
逃
し
符
友

い
も
の
で
は
あ
る
が
、
む
し
ろ
特
殊
な
文
書
税
と
者
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。

英
園
の
相
続
続

第
四
十
九
巻

ノ、

li 

第

銃

O 



英
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相
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一
六
六

保

競

O 

衣
に
と
の
租
税
が
相
綴
人
に
就
い
て
殆
ん
ど
何
等
の
考
慮
を
も
梯
は
友
か
っ
た
事
は
、
純
粋
の
形
の
遺
産
税
た
る
相
続
税
に
於
て

は
む
し
ろ
山
V

同
然
で
あ
っ
て
、
理
論
の
一
貫
せ
る
黙
を
認
む
べ
き
で
あ
る
。

第
三
に
、
相
続
財
産
を
課
税
物
件
と
す
る
場
合
に
、
負
債
を
慢
除
し
た
い
事
は
、
被
相
続
人
の
遺
産
又
は
相
続
人
の
相
紙
に
凶
る

財
産
取
得
を
課
税
せ
ん
と
す
る
趣
旨
な
ら
ば
明
か
に
不
合
理
で
る
っ
て
、
山
平
に
相
続
の
悶
始
に
際
し
て
起
る
財
腎
移
轄
の
事
賢
一
に
、

誌
は
Y

一
時
の
移
祢
ヂ
政
判
LPML
て
の
利
政
中
一
臥
却
す
る
場
合
に
の
み
H
河
川
市
さ
れ
る
方
法
J

い
お
る
。
従
っ
て
比
ハ
の
伝
味
ぜ
は
こ
の
相

税
は
明
か
に
文
書
枕
で
あ
っ
て
、
完
全
な
相
続
税
の
本
質
を
具
有
す
る
も
の
と
は
云
へ
左
い
。

最
後
に
、

と
の
租
税
が
成
立
の
常
初
凡
て
の
揚
合
に
就
い
て
皐
に
五
志
、
次
い
で
一

O
志
の
定
額
税
を
課
し
た
事
は
、

と
の
租
税

が
相
続
税
で
は
な
く
車
窓
る
丈
書
税
に
過
ぎ
友
か
っ
た
事
を
明
か
に
裏
書
す
る
も
の
で
あ
る
。
間
よ
り
共
の
後
遺
産
の
金
額
に
よ
っ

て
税
額
に
差
等
を
試
け
で
は
ゐ
る
が
、

H
M
に
よ
っ
て
も
苦
々
は
以
ヒ
の
見
解
に
治
ん
ど
何
等
の
修
正
を
も
必
要
と
し
な
い
。
蓋
し
今

日
の
印
紙
税
に
於
て
も
、
或
る
種
の
丈
武
田
税
に
於
て
は
課
税
物
件
の
金
敏
に
よ
っ
て
税
額
に
差
等
を
試
く
る
事
は
決
し
て
稀
で
怯
む

い
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
租
税
の
段
階
が
惚
め
て
笥
に
、
然
も
著
る
し
く
上
級
に
及
び
、
始
め
は
逝
泉
進
的
で
あ
っ
た
も
の
が

漸
次
改
?
止
さ
れ
て
結
局
賃
貸
上
は
比
例
税
と
な
り
、
共
の
税
率
も
二
一
%
に
淫
ず
る
に
至
。
た
事
は
、
最
早
や
草
純
な
女
書
枕
と
し
て

は
解
決
し
得
友
い
献
で
あ
り
、
明
か
に
相
続
税
に
向
っ
て
一
歩
を
踏
み
出
し
た
も
の
と
宥
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
租
税
を
相
綾
税
と

解
脚
押
す
れ
ば
勿
論
遺
産
税
と
宥
倣
す
ぺ
き
も
の
で
あ
り
、
強
い
て

】

V
B
E
E
】
)
巳
可
の
詩
語
を
求
む
れ
ば
恐
ら
く
遺
産
税

ω
名
が
撲

ば
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

( 

Eセ

) 

英
闘
で
は

rzg号
唱
す
或
ひ
は
国

2
E
C宮
の
名
で
古
く
か
ら
図
王
又
は
数
舎
が
相
鞭
税
に
類
す
る
一
種
の
負
鳴
を
課
し
て
居
円
一
、



そ
れ
が
今
日
の
相
続
稲
と
金
〈
無
関
係
で
あ
る
か
に
就
い
て
は
筒
ほ
十
分
研
究
の
飴
地
が
あ
る
と
考
へ
る
d

(
註
一
一
)
英
国
に
於
て
は
古
〈
は
相
演
開
始
の
時
に
遺
一
言
が
な
け
れ
ば
近
親
者
自
問
に
於
て
も
動
産
に
関
す
る
相
続
権
は
認
め
、
b
れ
な
か
っ
た
。
従
っ

て
遺
言
が
な
い
場
合
に
は
動
産
遺
産
は
納
め
閥
主
に
、
後
に
は
ピ
シ
ョ
ッ
プ
に
開
局
し
て
十
四
世
相
空
で
続
い
た
。
斯
〈
て
一
へ
主
八
年
に
至
る
ま
で

宗
教
裁
判
所
が
遺
精
管
理
人
の
任
命
に
常
っ
た
と
云
は
札
て
ゐ
ム
r

(
註
三
)
一
六
九
四
年
目
印
紙
法
に
よ
っ
て
四

O
志
が
一
課
せ
ら
れ
る
も
の
に
は
、
持
護
士
、
公
詩
人
、
裁
判
官
、
皐
士
等
の
身
分
設
録
、
犬
権
院
へ
の

捺
訴
等
々
が
あ

p
、
五
志
歩
一
課
せ
ら
れ
る
も
の
に
は
、
遺
一
市
の
検
詩
、
遺
産
管
現
人
の
指
定
の
外
に
、
婚
制
許
可
、
大
溝
院
以
外
の
裁
判
所
へ
の
控
訴

等
々
が
あ
る
。
倫
ほ
其
の
他
の
詳
細
に
就
い
て
は
フ
オ
ツ

h
、
ド
ウ
エ
ル
参
与

(
註
四
)
常
時
オ
ラ
ン

r
で
は
遺
一
百
は
所
定
の
捺
印
し
た
用
紙
に
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
同
し
て
こ
の
刑
紙
の
債
格
は
租
税
の
性
質
を
持
つ
も
の

で
あ
っ
て
、
遺
産
の
大
い
さ
に
従
ツ
で
敢
積
に
い
分
れ
で
ゐ
た
。
ァ

r
ム
・
ス
さ
ス
が
こ
の
制
度
に
清
目

1
、
時
の
哉
相
ノ

1

ス
卿
に
勧
誘
し
て
一
七
七

九
年
の
改
正
を
行
は
し
品
た
と
一
耳
は
れ
て
ゐ
る
。

『
討
五
)

こ
の
財
に
就
い
て
プ
す
ヴ
ケ
及
円
以
ド
ウ
エ
ル
は
河
内
丹
市
悶
を
榊
し
得
な
い
L

准
べ
、
シ
ャ
ン
叩
は
-MM
止
は
一
?
仁
川
悦
ぽ
む
し
ろ
活
淀
川
川
市
煩
で
あ

る
場
合
に
各
一
い
と
い
ふ
叫
庁
内
て
民
許
し
て
ゐ
る
。
尤
も
こ
の
眠
別
は
一
八
八
一
年
目
改
正
に
よ
り
て
令
〈
股
止
さ
れ
て
ゐ

h
o

一-一
伊
司

mmzvU可
切
口
伸
一
司

同

ν
3
Z
Z
H
)
C
J
w
に
於
℃
は
、
相
績
入
、
及
び
共
の
他
の
相
績
に
因
る
財
産
取
得
者
に
は
何
等
の
負
捲
を
も
賦
課
し
左
か
っ
た
が
二

七
八

O
年
に
は
円
h
m
R
}
巴
E
q
が
制
定
さ
れ
て
、
印
紙
税
に
依
る
一
種
の
相
続
財
産
取
得
税
が
始
め
て
成
立
し
た
。

こ
の
租
税
は
遺
産
山
山
官
邸
人
が
、
向
迫
脚
川
又
は
相
続
分
を
支
沸
ふ
際
に
、
受
遺
者
又
は
相
続
人
に
提
出
せ
し
む
る
受
取
菩
に
賦
課
さ
れ

二

O
由
怖
を
超
え
な
い
受
取
謹

る
の
で
あ
っ
て
、
税
額
は
突
の
如
〈
で
る
る
。

二
志
六
片

一
0
0薄
ま
で
の
受
取
謹

英

図

の

相

績

稔

王手

志

第
四
十
九
巻

一
六
七

第

挽

O 
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第
四
十
九
巻

一
六
人

告再

量量

O 
四

一0
0
磁
を
超
ゆ
る
受
取
謹

O 
芯

尤
も
遺
産
管
迎
人
が
闘
興
す
る
相
頼
財
産
は
動
産
の
み
で
あ
っ
て
、
不
動
産
に
就
い
て
は
全
く
闘
知
し
友
い
の
で
あ
る
か
ら
、

H
h
o
田山口
Y
U
E『
も
亦
動
産
の
み
を
課
税
し
て
、
不
動
産
を
除
外
し
て
ゐ
る
事
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。

共
の
後
再
度
税
制
を
引
上
げ
た
が
、

こ
の
粗
税
が
艇
め
て
容
易
に
脱
税
を
招
〈
で
あ
ら
う
事
は
想
像
に
難
く
友
い
。
即
ち
と
の
租

不
丸
寸
川
、

1
4
L
 
相
総
人
口
人
は
一
円
J

む
品
刊
が
お
出
管
制
人
に
拠
出
す
る
一
公
取
惑
に
印
紙
を
鮎
川
吃
し
む
る
も
の
マ
あ
る
か
ら
、

;tj 

::ts 

同町

ゼr
:rlf' 
人

が
受
取
菩
を
要
求
し
な
い
か
、
或
ひ
は
相
績
人
叉
は
受
症
者
が
受
取
書
を
提
出
し
・
な
け
れ
ば
容
易
に
こ
の
租
税
の
負
権
を
売
が
れ
得

る
か
ら
で
る
る
。

斯
く
て
一
七
九
六
年
に
ピ
ッ
ト
に
よ
っ
て
根
本
的
た
改
正
が
行
は
れ
、
凡
て
の
動
産
に
就
い
て
の
相
続
分
及
び
遺
蛤
共
の
も
の

が
、
死
閃
府
奥
と
共
に
是
の
租
税
の
課
税
物
件
と
た
っ
た
の
で
あ
る
。

改
正
後
の

の
税
率
は
次
の
如
く
で
あ
る

3

門
戸
四
日
〕
〕
『
】
)
ロ
ミ

第
一
に
、
相
続
人
の
被
相
績
人
に
針
す
る
績
柄
に
よ
っ
て
差
等
を
設
け
、
相
頼
人
又
は
受
選
者
が
配
偶
者
直
系
盆
風
並
び
に
直
系

卑
腐
の
揚
合
に
は
免
税
さ
れ
る
。

相
続
人
又
は
受
遺
者
が
兄
弟
姉
妹
並
び
に
共
の
子
孫
で
あ
る
揚
ム
口
に
は

% 

叙
伯
父
母
並
び
に
其
の
子
孫
で
る
る
揚
ム
口
に
は

。/
/0  

大
叔
伯
父
母
並
び
に
其
の
子
孫
で
る
る
揚
合
に
は

四
ηr 
/0 

北
ハ
の
他
の
者
で
あ
る
揚
合
に
は

六
%
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失
に
相
続
額
に
闘
し
て
は
二

O
棟
以
下
の
透
時
間
、

一
O
O時
以
下
の
相
続
分
は
課
税
さ
れ
左
い
d

共
の
後
一
八

O
四
年
の
改
正
に
よ
っ
て
、

二
%
乃
至
六
%
の
税
率
が
二
・
五
%
、
四
%
、
五
%
、
及
び
八
%
、

に
引
上
げ
ら
れ
、
翌

一
八

O
五
年
に
は
子
供
及
び
共
の
子
孫
に
封
し
で
新
た
に
一
%
の
課
税
が
賓
施
さ
る
i
h

と
共
に
、
最
高
八
広
の
税
率
が
一

ovm忙
引

上
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。

次
い
で
一
八
一
五
年
に
は
直
系
尋
問
崎
並
び
に
直
系
卑
印
刷
に
針
し
一
%
、
兄
弟
姉
妹
及
び
共
の
子
孫
に
針
し
三
%
、
以
下
五
%
、
六

%、

一O
%
、
に
改
r
医
さ
れ
、
唯
配
偶
者
の
み
が
従
来
週
り
免
役
さ
れ
て
ゐ
る
。

H
h
官
Q
U
E
Y
が
相
績
に
よ
る
財
産
取
得
者
に
課
税
し
た
事
は
確
か
に
相
続
税
の
進
歩
に
と
っ
て
一
新
紀
元
を
劃
す
る
も
の
で
あ

る
が
、

と
の
和
税
の
特
徴
を
県
ぐ
れ
ば
弐
の
如
〈
で
め
る
。

( 

) 

始
め
文
書
枕
と
し
て
成
立
し
た
が
、
一
七
九
六
年
以
後
は
明
確
に
相
続
に
閃
る
財
産
取
得
を
課
税
す
る
租
枕
と
た
っ
た
事
。

( 

) 

相
績
人
叉
は
受
遺
者
の
被
相
続
人
に
到
す
る
績
柄
に
よ
っ
て
税
率
に
差
等
を
設
け
た
事
。

( 

一一) 

大
慣
に
於
て
相
緒
税
の
賓
質
と
形
式
と
を
具
備
し
な
が
ら
、
向
ほ
不
動
産
の
取
得
を
除
外
し
た
事
。

第
一
の
貼
に
就
い
て
は
、
円
、
。
荷
台
可
ロ
ロ
々
も
従
来
の

で
3
r
p向
。
ロ
ロ
[
}
、
と
同
様
に
、
北
(
の
成
立
の
首
初
に
は
印
紙
税
の
中
の
文
書
税

に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、

一
七
九
六
年
以
後
に
於
て
は
明
か
に
相
続
に
図
る
財
産
取
得
白
剛
聞
に
劃
す
る
課
税
で
あ
る
か
ら
、
共
の
後
の

宮司

pq
ロ
ロ
ミ
は
形
式
的
に
も
貸
質
的
に
も
確
か
に
相
穣
税
の
性
質
を
持
つ
も
の
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
税
率
の
焚
還
も
亦
と
の

主
張
を
十
分
裏
書
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
、

と
の
租
税
が
相
続
財
産
取
得
税
の
特
徴
と
し
て
、
相
続
人
又
は
受
遺
者
の
被
相
殺
人
に
謝
す
る
績
柄
の
如
何
に
よ
っ
て

英

国

の

相

績

積

費主

観

O 
主王

第
四
十
九
巻

ノ、

九
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英

図

の

相

続

稔

七
Q 

C 
ノ、

第
四
十
九
巻

第

披

税
率
に
四
乃
至
五
種
類
の
恒
別
を
設
け
た
事
は
特
に
注
目
ず
べ
き
で
あ
っ
て
、
相
績
税
と
し
て
は
遺
産
税
と
宥
倣
さ
る
べ
き

P
D一塁。

】
)
ロ
円
}
、
が
こ
の
馳
に
就
い
て
何
等
の
考
慮
を
捕
は
た
か
っ
た
事
と
共
に
、
明
論
の
統
一
を
推
奨
す
べ
き
で
あ
る
。

第
三
に
、

乙
の
租
税
が
相
絞
税
と
し
て
の
形
式
と
賓
質
と
を
十
分
具
え
左
が
ら
、
向
ほ
不
動
産
の
取
得
を
除
外
し
た
事
は
確
か
に

市
一
引
過
し
得
な
い
駄
で
あ
る
。
何
此
か
な
ら
、
丈
書
税
の
域
を
股
し
て
相
絞
に
閃
る
財
宝
町
取
得
同
慌
左
課
税
す
る
と
の
一
租
殺
に
於
て

は
、
玩
に
遺
産
特
別
人
L
」
の
閥
係
は
問
題
で
反
〈
、
従
っ
て
特
に
動
産
取
得
を
の
み
課
税
す
る
理
由
は
全
く
友
い
か
ら
で
あ
る
。

尤
も
円
。
官
円
切
一

zqが
…
七
九
六
牛
に
受
取
4
r
h
k
到
す
る
印
紙
税
か
ら
、

則』
rk
取
山
吋
凸
叶
山
間
仰
に
針
す
る
深
舵
に
捻
旧
民
し
た
際
比
、

ツ
ト
は
是
を
不
動
産
課
税
に
ま
で
時
間
張
ず
る
計
喜
一
?
あ
っ
た
が
、
迭
に
議
舎
の
賛
成
を
得
る
に
去
ら
ι
な
か
っ
た
も
の
L

A

T

う
で
あ

る
。
然
る
に
一
八

O
五
年
の
改
正
に
際
し
で
は
掘
削
や
く
と
の
趣
旨
が
一
部
宵
徹
さ
れ
、

土
地
所
有
権
h
T
除
脅
凡
て
の
七
助
所
有
に
附

随
す
る
権
利
に
も
損
張
さ
る
誌
に
至
っ
た
。
但
し

-E邑
5
三
は
倫
ほ
除
外
さ
れ
て
ゐ
る
。

と
の
課
税
物
件
の
範
閣
の
掠
張
は
英
闘
に
於
て
特
に
布
意
義
で
あ
る
と
7

オ
ヤ
ケ
は
述
べ
て
ゐ
る
。
苦
し
英
国
で
は
土
地
の
九

C

%
が
土
地
所
有
様
者
以
外
の
者
に
属
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
閲
し
て
は
英
闘
に
於
け
る
土
地
所
有
の
賓
際
に
就
い
て
十

分
明
確
友
知
識
を
必
要
と
す
る
が
、
砂
な
く
共
乙
の
租
税
が
r
j
地
所
有
機
の
相
続
に
凶
る
移
牒
を
除
外
し
た
不
合
却
は
命
ほ
否
定
さ

れ
た
い
。
勿
論
円
。
苦
々
口
口
々
が
不
動
産
課
税
に
一
歩
を
進
め
た
功
績
は
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
酷
で
あ
り
、
肢
に
と
の
租
枕
に
ょ
っ

て
賓
質
的
に
は
ほ
ピ
十
八
刀
の
効
果
を
牧
め
た
も
の
と
将
へ
ら
れ
る
。
向
ほ
と
の
結
に
就
い
て
は
後
通

F
R
o
m丘
C

ロ
ロ
z
々
と
併
せ
考

察
す
べ
き
で
あ
る
c

最
後
に
、
例
へ
は
不
動
産
を
相
続
せ
し
め
叉
は
遺
射
し
て
、
然
も
北
(
の
相
緩
人
叉
は
受
遺
者
に
、
代
償
と
し
て
金
銭
其
の
他
の
動 ピ
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濯
を
第
三
者
に
譲
渡
す
べ
き
免
拾
を
課
す
る
場
合
に
は
、
形
式
上
全
〈
遺
産
的
目
川
崎
人
を
必
要
と
せ
歩
、
従
っ
て
『
b
宮
内
、
巴
三
『

(D 

Zサ

後
と
友
る
せ
い
口
も
な
い
が
、

こ
の
種
の
脆
従
を
防
内
¥
矯
め
に
、
斯
か
る
不
動
産
の
核
時
に
は
特
に

H
h
n
p
d
コ
ロ
ご
、
を
賦
課
す
る
と
規
定

さ
れ
て
ゐ
る
つ

治
時
践
に
相
続
税
の
課
税
技
術
が
こ
a
h

ま
で
進
歩
し
て
ゐ
た
事
は
、
死
閃
貯
輿
の
課
税
と
共
に
、
佃
日
令
取
な
る
脆
枕
防
止
手
段
で

あ
る
と
し
で
も
た
し
か
に
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。

匹l

hvooo園
田
仲

U
E伸
一
司

こ
の
伺
舵
は

4

1

 

1

炉
、
同
門
叫

t
 

に
叫
に
け
る
枕
併
を
防
止
1

ゥりふ同め

一
八
八
一
年
に
山
一
加
的
に
川
畑
一
泌
さ
れ
た
印
紙
税
む
あ
る
ョ

日
~r 

邸
ち
被
相
綴
人
が
化
亡
前
に
品
別
点
出
を
貯
悶
パ
す
る
か
、

或
ひ
は
死
閃
股
興
の
向
。
式
を
採
れ
ば
遺
」
片
山
由
百
川
4

人
hr一必
r

川
町
と
せ
や
、

従
っ
て

砂
友
く
共

3
2
Z
Z
H
)
旦
可
を
賦
課
し
得
た
い
か
ら
、
四
%
閃
胸
奥
及
び
死
亡
前
士
一
ヶ
月
以
内
の
府
町
一
を
捕
挺
し
て
諜
枕
し
た
も
の
で
あ

り、

H
一
品
等
の
財
産
継
承
符
に
巾
告
書
を
提
出
せ
じ
め
、

こ
の
申
告
書
に
印
紙
を
貼
別
せ
し
む
る
ト
刀
法
を
保
川
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の

ぺ
誼
)

程
の
課
税
方
法
は
今
日
の
各
闘
の
相
続
殺
巾
に
も
種
々
の
形
で
問
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
特
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ら
行
。
向
ほ
と
の

租
税
は
一
八
九
四
年
の
財
政
法
中
に
吸
牧
さ
れ
て
ゐ
る
。

(
註
)
我
が
闘
の
現
行
相
縦
祇
法
に
於
て
も
相
続
開
姶
前
一
年
以
内
に
被
相
演
人
が
峰
崎
し
た
購
奥
は
相
続
開
新
内
時
に
於
け
る
伺
織
財
慮
に
加
算
し
て

相
穂
積
を
賦
課
し
て
ゐ
る
。
一
般
に
こ
の
間
聞
の
贈
興
は
死
床
靖
典
と
し
て
各
閣
共
に
相
績
枕
を
識
し
て
ゐ
る
宇
』
つ
で
あ
る
。

英

閣

の

相

演

槍

策
四
十

ι巻

第

競

O 
-七

七
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英

閣

の

相

頼

枕

第
四
十
九
巻

告事

就

O 
i¥. 

七

五

m回
目
白
白
血
回
目
。
ロ

U
Z
4
F一『

F
2
2盟
主
巴
E
)屯
は
一
八
五
三
年
グ
ラ
ツ
ド
ス
ト
ー
ン
の
努
力
に
よ
っ
て
成
立
し
た
租
税
で
る
り
、
動
産
た
る
と
不
動
産
た
る
と

を
問
は
や
、
相
続
に
閃
っ
て
繕
決
す
る
凡
で
の
財
産
に
賦
課
す
る
一
種
の
相
殺
税

εあ
る
。
即
ち
従
来
の

円
。
苦
手
、
巴
三
)
、
に
於
て
一
課

枕
さ
れ
た
か
っ
た
凡
で
の
相
総
に
凶
る
財
産
の
継
承
を
新
た
に
一
課
税
し
た
の
で
あ
り
‘
円
令
官

3

ロ
z
q
L

一∞
C

2
，O
L
E
C

コ
ロ
=
Z
と
を

州
川
せ
賦
課

T
る
一
事
に
よ
っ
て
、
初
制
財
山
町
取
得
課
税
が
完
成
す
る
詳
官
あ
る

G

従
っ
て
税
事
は
和
総
人
及
び
札
ハ
の
仙
の
杓
相
別
命
綱

承
者
の
被
相
新
人
に
劃
す
る
締
約
に
よ
勺
て
・
差
等
を
設
け
、

F
D
宮
町
可
同
)
ロ
々
北
(
の
ま
L
A

の
恭
平
を
附
ひ
て
ゐ
る
。
常
て
ピ
ッ
ト
が
計
蓋

し
て
遂
に
川
市
し
符
な
か
っ
た
不
動
産
に
封
ず
る
相
続
税
の
賦
課
が
漸
ゃ
く
に
し
て
こ
L

に
賞
現
し
た
の
で
あ
り
、
英
闘
の
相
続
税
に

一
新
紀
元
を
劃
し
た
改
革
で
あ
る
が
、
印
紙
税
と
し
で
の

戸
》
『

FVZ窓
口
巳
ミ
が
成
立
し
て
以
来
賓
に
百
五
十
年
を
経
過
し
て
始
め
て

相
績
財
産
取
得
税
が
共
の
内
容
並
び
に
形
式
を
ほ
刊
誌
完
成
す
る
に
至
っ
た
事
は
む
し
ろ
其
の
逗
き
を
山
山
ふ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
租
税
の
特
徴
は
云
ふ
ま
で
も
な
〈
不
動
産
の
課
税
を
賃
現
し
た
黙
で
あ
り
、
共
の
他
に
於
て
は
殆
ん
い
と
円
。
宮
門
可
巴
口
々
と
鑓

る
庭
は
左
い
。
然
る
に
不
動
産
の
評
慣
は
決
し
て
時
偵
に
よ
る
の
で
は
友
〈
、
其
の
不
動
産
か
ら
の
年
牧
入
を
資
本
選
一
光
し
た
金
額

寸
あ
り
、

と
の
年
牧
入
を
計
算
す
る
偽
め
に
は
別
に
去
が
輿
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
尤
も
と
の
評
憤
方
法
が
一
八
九
四
年
の
財
政
法
に
よ

っ
て
改
正
さ
れ
た
事
は
後
に
辿
ぷ
る
が
如
く
で
る
る
。
最
後
に
相
続
に
因
る
継
承
財
産
が
土
地
で
あ
る
場
合
に
は
、
租
税
を
毎
年
二

同
づ
L
八
聞
に
分
割
捌
寸
る
乙
と
も
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
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.... 
~、

阿
国
仲
間
V
H
O

匂
ロ
3『

「
証
}

]TK己
。
ロ
ロ
々
の
名
を
冠
し
た
租
税
に
は
二
つ
あ
る
。
始
め
に
諜
せ
ら
れ
た
の
は
一
八
八
九
年
ゴ
ツ
セ
ン
の
改
革
に
際
し

τ創
設
さ

れ
た
租
税
で
あ
っ
て
、
相
続
開
始
の
場
合
会
遺
産
を
一
穂
と
し
て
、
共
れ
が
一
高
砂
を
超
す
場
合
に
限
り
特
に
一
%
の
相
績
枕
を
賦

課
し
た
の
で
あ
る
。
印
ち
五
額
の
相
続
財
産
は
と
の
租
税
に
よ
っ
て
特
別
に
一
五
は
ピ
迫
加
的
相
続
税
を
賦
課
さ
れ
る
認
で
あ
り
、
遺

十
町
枕
の
首
然
の
結
川
市
と
し
て
こ
の
相
続
対
照
が
何
人
の
手
に
移
る
か
は
勿
均
一
切
全
く
考
ほ
さ
れ
た
い
の
で
あ
る
。
但
し
以
上
の
課
税
方

法
は
動
産
遺
産
に
限
ら
れ
、
不
動
産
遺
産
に
就
い
て
は
別
に
各
K

の
相
続
財
産
継
承
者
が
一

(
U
O砂
以
上
を
繕
承
ず
る
揚
合
に
の
み

-一、
b

d

l

J

u

i

〉

i

1

3

清
川
れ
川
町

J
L
h山
一

L
t
ι
F巴

こ
の
租
枕
は
版
川
と
し
て
近
所
税
の
形
式
と
内
容
と
吃
具
え
て
居
り

4
5
gぢ
ロ
c
q

に
比
較
す
れ
ば
遺
丙
自
械
を
課
税
す
る
鮪

に
於
て
た
し
か
に
数
歩
を
進
め
た
も
の
と
云
ひ
得
る
が
、
動
産
遺
産
と
不
動
浮
い
遺
市
町
と
に
よ
っ
て
謀
枕
の
態
度
を
根
本
的
に
同
盟
へ
た

関
は
、
砂
な
〈
共
遣
時
枕
と
し
て
は
会
〈
諒
解
に
苦
し
む
も
の
で
あ
り
、
英
聞
に
於
け
る
漫
つ
か
の
相
続
税
中
こ
の
貼
に
闘
す
る
現

論
の
統
一
を
扶
ぐ
恐
ら
く
は
唯
一
の
租
枕
で
あ
る
。
尤
も
乙
の
租
枕
は
資
施
僅
か
に
六
年
で
一
八
九
四
年
の
財
政
法
に
吸
収
さ
れ
て

ゐ
る
。以

上
が
一
八
九
四
年
の
財
政
法
成
立
営
時
ま
で
に
英
国
に
存
在
し
た
相
積
税
の
全
部
で
あ
る
。

こ
の
場
合
五
口
々
は
、
先
づ
何
よ
り
も
HJog-。
ロ
EHW
〉円円。
E
d
戸
同
)
ロ
-
}
噌
及
び

-uszuz々
が
被
相
綾
人
の
遺
産
を
、
そ
れ
が
相
積

に
よ
っ
て
各
継
承
者
の
手
に
移
る
以
前
に
翠
た
る
遺
産
と
し
て
課
税
し
、
他
方
戸
内
向
目
白
河
口
z
q
及
び
∞
ロ
門
円
。
露
。
=
ロ

z
q
は
遺
産
の

英
国
の
相
続
投

第
四
十
九
巻

-!:; 

第

競

O 
九
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英

図

白

相

績

稔

第
四
十
九
巻

第

昔邑

Q 

七
!岨

そ
れ
ぞ
れ
の
継
承
者
に
就
い
て
、
財
医
の
取
得
白
幽
胞
を
姉
捉
し
て
課
税
し
、
然
も
共
の
課
税
方
法
が
迎
論
的
に
も
大
般
に
於
て
と
の
同

別
に
相
肱
す
る
も
の
で
あ
っ
た
事
を
明
確
に
現
併
し
な
け
れ
ば
友
ら
な
い
c

斯
く
の
如
く
円
五
等
二
つ
の
課
税
原
理
を
明
か
に
劉
立
せ

し
め
た
事
は
、
同
苦
言
』
)
E
}司
に
於
て
幾
分
別
論
の
統
一
を
紙
い
た
と
し
て
も
.
H
X
等
の
租
税
が
，
始
め
丈
諸
税
と
し
て
成
-Y
し
‘
然
も

動
慌
の
み
に
諜
枕
し
な
が
ら
漸
次

R
の
利
樹
税
と
た
り
、

不
動
作
の
課
税
に
ま
で
横
町
抗
さ
れ
た
後
民
の
過
程
に
も
増
し
て
遥
か
に
不
一

山
山
た
説
識
を
持
つ
も
の
と
一
山
は
危
付
れ
ば
な
ら
な
い
。

斯
く
て
以
上
五
つ
の
租
税
を
一
際
統
一
し
た
一
八
九
四
年
の
財
政
法
は
、
新
た
友
形
の

H
Z
E
Z
]
)
ロ
【
]
『
(
遺
産
税
」
と

円
目
的
mw円
}
可

h
E
M【
{

山
口
口

2
a
z
z

(
相
績
財
産
取
得
栓
)

今
日
の
英
図
相
続
税
の
某
礎

し
」
の
二
種
類
に
明
瞭
に
恒
別
さ
る
L

に
至
っ
た
の
で
あ
り

U
E〕『

も
こ

L
に
ほ
ピ
確
立
し
た
と
云
ふ
事
が
出
来
る
c

(
詫
)

一
八
八
九
年

D
F
Z古

-
E
q
を
後
遺
一
凡
九
四
年
の
財
政
法
に
於
け
る
何
吾
旨
】
》

E
q

同
Jro
戸

4

の
園
出
旬
。
コ
肖
一
『

ル
」
阪
別
す
る
鋸
品
、
前
者
を

H
H

且
併
問
。

巴
E
〕
可
と
呼
ん
で
ゐ
る
c

七

一
八
九
四
年
の
財
政
法

( 

ー
) 

一
八
九
四
年
の
財
政
法
は
第
一
に

E
E
O
巴
z
q

】
出

ω
Z
Z
H
)
三〕可

を
規
定
し
て
ゐ
る
c
と
の
租
税
は
被
相
続
人
の
会
遺
産

一
関
と
し
て
課
税
す
る
明
椛
な
遺
産
枕
で
あ
っ
て
、
税
率
は
次
の
如

くを
で其
あ~'l
る 2) 治宝

。イロI
人

邸
!謁
す
る
?わ
を
全
く
考
慮
す
る
乙
と

1t. 
く

一0
0
傍
以
上

五

O
O
楊
以
下

五

C
C
務
以
止

~d 

一、

c
o
c時
以
下

-
70 
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一、
0
0
0
時
以
上

?。

一
O
、0
0
0
時
以
上

一五、
C
O
O
傍
以
下

一
O
、
c
o
c時
以
下

二
五
、
C
C
C
棟
以
上

五
O
、0
0
0時
以
上

七
五
、
0
0
0
碗
以
下

五
O
、0
0
0
時
以
下

四
・
五
タ

七
五
、
0
0
0
傍
以
上

一
c
c、0
0
0
時
以
上

一
五
O
、0
0
0臨
時
以
下

一0
0
、0
0
0碕
以
下

五
・
五

μ

一五
O
、0
0
0
棟
以
上

五

O
O
、0
0
0
待
以
下

二五
O
、0
0
0
時
以
下

六
・
五
が

二五
O
、0
0
0
時
以
上

五
0
0
、0
0
0
勝
以
」

一、
0
C
C
、0
0
0
勝
以
上

一、
0
0
0
、0
0
0
時
以
下

こ
の
税
率
は
一
九

O
七
年
の
財
政
法
で
改
正
さ
炉
、
弐
い
で
一
九

O
九
年
に
は

七
-
五
o
p

一0
0務
乃
至
五

0
0時

。
/。

一
0
0
寓
時
以
上

主五
n 
7< 

ま
で
を
一
五
段
階
に
匝
分
し
、
更
に
-
九
一
四
年
の
財
政
法
は

一0
0吻
乃
百
五
五
。

ο傍

4
0
0
高
時
以
上

，~~; 
， -

。
Jゐ

ま
で
を
二

O
段
階

K
E分
し
て
ゐ
る
。

R叫五
/。

ムノ、
a 
/0  

七
ð.~ 

i¥. 
ア。

課
税
さ
る
べ
き
財
産
の
範
聞
に
就
い
て
は
極
め
て
詳
細
友
規
定
を
置
い
て
ゐ
る
が
、
同
よ
り
動
百
不
動
産
の
一
切
を
包
含
し
、
原

則
と
し
て
負
債
の
控
除
を
認
め
、
葬
儀
費
等
も
亦
抽
出
除
さ
れ
る
。
遺
産
の
仮
怖
は
従
来
の

明ロ円円
O
E
-
-】
ロ
ロ
ミ

に
於
け
る
評
僚
と
異

な
り
、
被
相
績
人
死
亡
の
時
に
一
般
市
場
に
で
販
資
す
れ
ば
入
手
出
来
る
と
考
へ
ら
れ
る
債
格
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
私
。

と
の
評
依
方
法
の
縫
化
は
特
に
託
目
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。

最
後
に
被
相
絞
人
の
住
所
、
並
び
に
遺
産
の
所
在
地
に
闘
し
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
考
慮
を
排
っ
て
ゐ
る
。

第
一
に
、
被
相
続
人
の
住
所
が
英
帝
国
内
に
在
る
限
り
、
共
の
金
山
道
涯
を
綜
合
的
に
一
般
と
し
て
課
税
す
恥
。

第
二
に
、
英
帝
国
外
に
在
る
遺
一
一
庄
に
就
い
て
は
同

4zz
ロ
己
}
、
は
全
く
発
除
ざ
れ
、
唯
円
、
。
宮
内
H
E
M
L

出ロ
22ω
ぢ
ロ
ロ
三
国
司
が
賦
課

英

閣

の

相

続

税

第
四
十
九
巻

三
七
五

第

披

2
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f
 

w
J
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さ

n 
る
だ
け英
で園

あの
Oi) 祁

績
続

第
四
十
九
巻

一
七
六

第

量茸

第
一
二
に
、

死
亡
者
の
住
所
が
英
帝
国
外
に
在
る
相
割
合
に
閲
し
て
は
別
段
の
規
定
が
な
い
か
ら
、
共
の
場
合
の
取
扱
は
明
確
で
は
友

い
が
、
大
慌
に
於
て
英
帝
国
内
の
相
績
財
産
に
は
課
税
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
尤
も
こ
の
駐
に
就
い
て
は
伶
ほ
十
分
の
検
討
を

要
す
る
や
ろ
で
あ
る
。

何
回
同
己
O

H

)

ロ
ミ
は
英
闘
相
続
院
の
主
慌
主
た
す
も
の
で
あ
っ
て
、
共
の
他
の
も
の
は
む
し
ろ
附
随
的
な
租
税
?
あ
る
。
同
町
傘
も
一
九

』

L
ド
3
4
4
1
f
'
R
:
ヒ
コ
ゴ

1
4在
日
民
主
主
H
J
J
V
(

一0
0臨
時
乃
至

五

O
O硲
に
封
す
る
一

μ
古ミ

ら

八
O
寓
碍
乃
至
一

0
0高
傍
に
劃
す
る
二
八
%

ま
で
を
二
八
段
階
に
匝
分
し
、
更
に

一0
0
高
砂

一
二
五
高
揚

一
二
五
高
窃

タ五

7?J 
至

O 
% 

一
五

O
高
揚

7?J 
至

t亡
ま
で
及
ん
で
ゐ
る〔乃
。き至

二

O
O寓
傍

一一0
0
寓
碕
以
上

四
o
v
p

五
% 

一
五

O
高
時
間

(
註
)

現
行
法
は
同
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に
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以
上
に
訴
す
る
苦
渋
ま
で
更
に
幾
分
引
上
げ
ら
れ
て
ゐ
る
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ロ
ミ
に
就
い
て
は
こ
の
財
政
法
中
に
は
唯
第
十
八
僚
の
規
定
を
世
〈
の
み
で
あ
っ
て
州
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巳
口
円
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税
率
は
従
来
通
り
被
相
鎖
人
に
劃
す
る
相
続
財
産
継
承
者
の
綾
柄
に
よ
っ
て
区
別
を
設
け
、
金
額
に
依
る
泉
進
率
は
依
然
認
め
ら
れ

て
ゐ
友
い
。
卸
ち
次
の
如
く
で
あ
る
。

直
系
隼
麗
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系
卑
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配
偶
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弟
姉
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及
び
其
白
子
孫
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他
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但
し
全
遺
産
が
一
高
五
千
勝
を
趨
え
左
い
場
合
、
及
ぴ
寡
婦
、
子
供
の
相
続
分
が
各
々
一

O
O勝
を
超
え
な
い
場
合
は
免
税
さ
れ

る
。
現
行
法
に
於
て
は
細
目
に
亙
っ
て
多
少
の
改
正
は
あ
る
が
、
大
館
に
於
て
こ
の
匝
別
及
び
役
率
が
其
の
ま
L
行
は
れ
て
ゐ
る
。

印
ち
今
日
に
於
て
も
英
国
の
相
続
税
は
一
貫
し
て
遺
尻
町
積
を
中
心
と
し
、
相
続
財
洋
一
取
得
税
は
む
し
ろ
補
充
的
性
質
を
持
つ
に
過
ぎ

な
い
の
で
あ
っ
て
、
此
の
鞘
は
英
闘
の
相
綾
説
に
於
け
る
最
も
大
き
な
特
徴
を
な
す
も
の
で
る
る
。

八

結

語

以
上
英
閣
に
於
け
る
柄
続
税
の
成
立
よ
り
、
大
館
一
八
九
四
年
の
尉
政
法
に
至
る
ま
で
の
聞
の
勢
湿
を
略
漣
し
た
が
、
英
闘
の
桐

続
枕
が
共
の
成
立
後
展
の
過
程
に
於
て
も
常
に
遺
産
税
と
相
演
財
直
取
得
課
税
と
を
明
確
に
高
別
し
て
ゐ
る
制
は
、
周
よ
り
英
閣
情

有
の
相
続
制
度
陀
削
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

川
一
論
的
に
又
智
際
問
題
と
し
て
最
も
興
味
あ
る
鮎
一
γ
あ
る
。

然
る
に
英
闘
に
於
け
る

土
地
所
有
制
度
の
難
解
な
る
事
が
、
相
続
税
特
に
不
動
産
相
績
拾
の
理
解
を
困
難
な
ら
し
む
る
事
は
想
像
以
上
で
あ
り
、
更
に
各
種

の
相
綾
枕
相
互
の
閥
係
、
或
ひ
は
弐
の
時
代
の
法
律
と
前
の
時
代
の
租
税
と
が
如
何
な
る
閥
係
に
あ
る
か
、
叉
そ
れ
を
如
何
に
改
革

し
た
か
に
就
い
て
も
、
共
の
十
分
友
理
解
の
矯
め
に
は
注
意
す
ぺ
き
多
く
の
も
の
が
あ
る
。
此
の
結
に
就
い
て
は
、
回
よ
り
吾
h

財

政
事
の
研
究
に
志
す
者
に
と
っ
て
、

一
般
に
法
律
に
就
い
て
の
知
識
が
極
め
て
軍
一
要
で
あ
る
に
も
拘
ら
や
、
や
自
主
も
す
れ
ば
殆
ん
ど

是
を
閑
却
す
る
怠
慢
が
責
を
負
う
べ
き
で
は
あ
る
が
、
然
し
街
ほ
共
の
最
大
の
原
因
は
恐
ら
〈
は
英
法
偶
有
の
性
質
に
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
も
考
へ
る
。

英
閣
の
相
暗
胴
積

第
四
十
九
巻

三
七
七

第

競

壬王andworterbuchder Staatsw. 9) 




